
福島第一原子力発電所１号機の安全確保に係る取組状況について

平成１９年１０月２６日

東京電力㈱福島第一原子力発電所１号機（以下「当該機」という ）は、。

平成18年 12月 28日から平成19年 10月下旬までの予定で原子炉を停止し、第

24回定期検査（定期事業者検査）を実施している。この間、県は、事業者から、

安全確保協定に基づく通報連絡等により、適宜、報告を受け、立地町とともに

当該機の安全確保に関する取組状況を確認してきた。その結果は、以下のとおり

である。

○ 当該機においては、今停止期間中に、高経年化対策として長期保全計画に基

づき、低圧タービン車軸ダブテール部の超音波探傷検査等を実施している。

さらに、福島第二原子力発電所４号機サンプリングノズルの折損を踏まえ、類

似ノズル21か所について損傷防止措置を取るなど、トラブル再発防止の取組が

、 、 。 、進められ 不適合情報の公開等 情報公開への努力も積み重ねてきている また

非常用炉心冷却系ストレーナ閉塞問題を踏まえ、圧力抑制室ストレーナを大容量

のものに取り替えるなど、予防保全の取組みが進められている。

○ 一方、当該機の今定期事業者検査期間中において、非常用ディーゼル発電機

の電源盤内にある遮断機の部品が逆向きに組み立てられたことにより、定例試

験時に非常用ディーゼル発電機が損傷するトラブル等が発生しており、作業管

理の徹底が改めて問われている。事業者においては、協力企業とともに不適切

な機器点検によるトラブルの根絶を期した取組みの一層の強化を図ることが求

められている。県としては、引き続き、その取組み状況等について確認してい

くこととする。



○ 今後、当該機においては、起動試験の各段階の確認作業等を慎重に進めてい

くとともに、引き続き、一層の安全性と信頼性の向上の観点に立った点検、補

修等、一体的な安全・安心対策を一つひとつ着実に、かつ継続的に実施し、信

頼回復に向けた努力を積み重ね、その実績を結果として示していくことが求め

られる。

○ また、７月16日に発生した新潟県中越沖地震により、柏崎刈羽原子力発電所

で様々なトラブルが発生するとともに、原子炉建屋で設計時に想定された地震

動を超えた揺れが観測されるなど、原子力発電所の耐震安全性に対する信頼が

根底から揺るがされ、県民の不安が増大している。

これらを踏まえた対応として、事業者は 「自衛消防体制の強化」及び「迅、

速かつ厳格な事故報告体制の構築」について改善計画を策定し、化学消防車の

配備などの取組みを進めているが、今回、想定外の事態が発生したことを踏ま

え、総合的な耐震安全性確保・向上の取組みを一層強化することが強く求めら

れる。

、 、 、○ 県としては 今後とも立地自治体としての立場で 立地地域はもとより

、 。県民の安全・安心が一体的に確保されるよう 適切に対応していくこととする


